
 

三田市健康審議会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、三田市附属機関の設置に関する条例（平成２１年三田市条例第２号）第

５条の規定に基づき三田市健康審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（会長及び副会長） 

第２条 審議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞く

ことができる。 

（臨時委員） 

第４条 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、当該特別事項を明示し

て臨時委員を委嘱し、又は任命することができる。 

２ 臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときに、その身分を失う。 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、健康増進担当課において処理する。 

（補則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年１月１日から施行する。 

（招集の特例） 
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２ この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる審議会の会議は、第３条第１項の規定に

かかわらず、市長が招集することができる。 


